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平成21年６月26日

株　主　各　位
大阪市西区北堀江一丁目 12 番 19 号

 
代表取締役社長 福 井 秀 明

第113回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととおよろこび申し
あげます。
　さて、本日開催の当社第113回定時株主総会に
おきまして、次のとおり報告ならびに決議され
ましたので、ご通知申しあげます。

敬　具
 

記

報 告 事 項 １．第113期（平成20年４月１日から平成21年

３月31日まで）事業報告、連結計算書類

及び計算書類報告の件

２．第113期（平成20年４月１日から平成21年

３月31日まで）連結計算書類及び計算書

類に関する会計監査人監査結果ならびに

事業報告、連結計算書類及び計算書類に

関する監査役会監査結果報告の件

　本件は、上記の内容及び監査結果を報告い

たしました。

決 議 事 項

第１号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少なら

びに剰余金処分の件

　本件は、原案どおり承認可決されました。

第２号議案 定款一部変更の件

　本件は、原案どおり承認可決されました。

１．変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための

社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法

律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化

法」といいます。）が、平成21年１月５日に施行
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され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移

行されました。（いわゆる「株券の電子化」）

　これに伴い、当社の定款上不要となりました株

券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除

等の所要の変更を行い、また、株券喪失登録簿に

ついては、決済合理化法施行日の翌日から起算し

て１年を経過する日までこれを作成して備え置か

なければならないことから、附則に所要の規定を

設けました。

　なお、現行定款第６条（発行可能株式総数及び

株券の発行）につきましては、決済合理化法附則

第６条第１項に基づき、平成21年１月５日の同法

律施行日を効力発生日として定款の定めを廃止す

る定款変更の決議をしたものとみなされておりま

す。

２．変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。
（下線は、変更部分を示しております。）

変 更 前 変 更 後

（発行可能株式総数及び株券の

発行）

（発行可能株式総数）

第６条　（現行どおり） 第６条　（現行どおり）

２．当会社は、株式に係る

株券を発行する｡当会社の

発行する株券の種類は取

締役会の定める株式取扱

規則による。

（削　除）

（単元株式数及び単元未満株券

の不発行）

（単元株式数）

第８条　（現行どおり） 第８条　（現行どおり）

２．当会社は、単元株式数

に満たない株式（以下

「単元未満株式」とい

う）に係る株券を発行し

ない。但し、株式取扱規

則に定めるところについ

てはこの限りでない。

（削　除）
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変 更 前 変 更 後

（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）

第10条　（現行どおり） 第10条　（現行どおり）

２．（現行どおり） ２．（現行どおり）

３．当会社の株主名簿及び

実質株主名簿並びに株券

喪失登録簿は株主名簿管

理人の事務取扱場所に備

置き、株式に関する事務

は株主名簿管理人に取扱

わせ、当会社においては

これを取扱わない。

３．当会社の株主名簿及び

株券喪失登録簿は株主名

簿管理人の事務取扱場所

に備置き、株式に関する

事務は株主名簿管理人に

取扱わせ、当会社におい

てはこれを取扱わない。

（剰余金の配当等） （剰余金の配当等）

第43条　剰余金の配当は毎年３

月31日の最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載

又は記録された株主又は

登録株式質権者に行う。

第43条　剰余金の配当は毎年３

月31日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株

主又は登録株式質権者に

行う。

２．当会社は取締役会の決

議により、毎年９月30日

の最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株

式質権者に対し中間配当

（会社法第454条５項の

規定による金銭の分配を

いう。以下同じ）をする

ことができる。

２．当会社は取締役会の決

議により、毎年９月30日

の最終の株主名簿に記載

又は記録された株主又は

登録株式質権者に対し中

間配当（会社法第454条

５項の規定による金銭の

分配をいう。以下同じ）

をすることができる。
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変 更 前 変 更 後

（新　設） 　附　則　

（新　設） 　　当会社の株券喪失登録

簿の作成及び備置きその

他の株券喪失登録簿に関

する事務は、平成22年１

月５日までこれを株主名

簿管理人に委託し、当会

社においてはこれを取扱

わない。なお、本附則

は、同日の経過後、自動

的に削除されるものとす

る。

第３号議案 取締役６名選任の件

　本件は、原案どおり承認可決されました。

福井秀明、上嶋剛寛、串田守可、泉　正三、大木健

次、岡田博文の６氏が再選され、それぞれ就任いた

しました。

第４号議案 監査役２名及び補欠監査役１名選任の件

　本件は、原案どおり承認可決されました。

江村利次、大井弘雄の２氏が監査役に選任され、就

任いたしました。また、松本　徹氏が補欠監査役に

選任されました。

 

以　上
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お知らせ
　平成21年６月26日現在の当社の取締役及び監査役ならび

に執行役員の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長 福 井 秀 明

代表取締役専務 上 嶋 剛 寛

取 締 役 串 田 守 可

取 締 役 泉 　 正 三

取 締 役 大 木 健 次

取 締 役 岡 田 博 文

監査役（常勤） 江 村 利 次

監査役（常勤） 田 中 　 勇

監 査 役 中 谷 英 志

監 査 役 大 井 弘 雄

常務執行役員 金 森 信 夫

常務執行役員 澤 井 幹 人

執 行 役 員 山 下 敏 和

執 行 役 員 村 田 　 実

執 行 役 員 佐 藤 尚 人

執 行 役 員 小 島 眞 也

執 行 役 員 西 尾 公 一

執 行 役 員 生 田 　 伸

執 行 役 員 斎 藤 直 史

執 行 役 員 鷲 尾 正 明

－ 5 －



2009/06/15 20:02:48 ／ 08536238_株式会社栗本鐵工所_決議

期末配当について
　第113期期末配当金につきましては、当期の業績及び現

在の当社における経営環境等を総合的に判断いたしまして、

誠に遺憾ではございますが、見送らさせていただきます。
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